
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

一
万
二
千
円

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分

の
三
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
九
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一

・
五
」
に
、
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
八
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

百
分
の
百
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・

五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
九
」
を
「
百

分
の
百
五
十
一
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
二
（
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
（
」
に

、
「
百
分
の
百
二
十
二
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
三

・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」

を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

給
料
の
月
額
に
対
す
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額

第
二
条

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
た
に
条
例
第
六
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
扶
養
親
族
（
異

動
）
届
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ

の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
七
条
第
一
項
中
「
前
条
の
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
届
書
記
載
の
」
を
「
当

該
届
出
に
係
る
」
に
、
「
確
め
て
」
を
「
確
認
し
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
六
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備

す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
の
属

す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る

。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ

れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行



う
も
の
と
す
る
。

２

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、

「
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を

「
百
分
の
百
五
十
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
三
百
八
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
十
四
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十

七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
七
」
を
「
百
分
の
百
三
十
五
・
七

五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百

分
の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十

三
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
四
・
七
五
」
に
、
「
百

分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
三
・
七
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分

の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額

第
三
十
条
第
五
号
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
前
条
第
三

号
」
を
「
前
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
７
条
第
１
項

」
を
「給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規

則
第
６
条
第
１
項

」
に
、
「基

づ
き

」
を
「基

づ
き

」
に
、
「認
定
し

」
を
「認

定
し

」
に

，
、

，
、

改
め
、
同
様
式
の

中
「場

合
は

」
を
「場

合
は

」
に
、
「と
も
に

」
を
「と

も
に

」
に
、

（裏）

，
、

，
、

「者
で

」
を
「者

で

」
に
、
「記

載
し

」
を
「記
載
し

」
に
、
「

出
生

」
を
「

出
生

」

，
、

，
、

，
、

に
、
「

死
亡

」
を
「

死
亡

」
に
、
「

給
与
収
入
事
業
収
入

」
を
「

給
与
収
入
事
業
収

，
、

，
，

，
、

、

入

」
に
、
「と

し

」
を
「と

し

」
に
、
「

「年
金

」等
と

」
を
「

「年
金

」等
と

」
、

，
、

，
，

、
、

に
、
「

「年
８
５
万
円

」
を
「

「年
８
５
万
円

」
に
、
「

当
該

」
を
「

当
該

」
に
改
め
る
。

，
、

，
、

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
（
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
支
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条

第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
支
給
規
則
の
規
定

は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
支
給
規
則
様
式
第
一
号
に
相
当
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
支
給
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。


